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本日の内容

 育児休業制度（給付金含む）の評価をどのような視点で行って
いるのか（日本・海外の研究）

 分配面からみた育児休業制度

 財源問題について



育児休業制度の効果とは（OECD 1995)
雇用保障➡労働者のウェルビーイング向上

継続就業の促進➡人的資本喪失を回避

女性の継続就業促進➡ジェンダー平等に寄与

子どもの健康と発達に寄与

出生率上昇に寄与



実証研究成果（日本）

 継続就業への影響

 出生率への影響

継続就業意欲の高い者ほど育児休業制度を利用しやすい職場を選

好するというセレクション・バイアス

他の子育て支援策拡充の効果との識別が難しい

有配偶の女性雇用者（正規雇用者）のみに着目した分析が多数



実証研究成果（海外）

 女性雇用への影響

短期、長期の両面から雇用・賃金への影響を把握

継続雇用率（復職確率）だけでなく、長期でみた就業率

賃金における母親ペナルティ

 子どもへの影響

子どもの健康、発達にはプラスの影響を観察する研究が多い

 企業への影響

離職率や生産性への影響を計測した研究は非常に少ない



継続就業 ⼥性雇⽤全体 ⺟親賃⾦ その他

Baker and Milligan

(2008)
カナダ

雇⽤保障つき育児休

業取得可能期間の拡

充

復職確率上昇 プラスまたはゼロ

Kluve et al. (2013) ドイツ
所得保障つき1年の

育児休業制度導⼊
復職確率上昇

Bergemann and
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ドイツ
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ドイツ
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休業期間延⻑
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出生数と育児休業給付初回受給者数の推移

（注） 出生数は年次、基本給付金初回受給者数は年度の数値である。

（資料）厚生労働省「雇用保険事業月報」、「人口動態調査」
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第1子妊娠前の従業上の地位の推移

（注）国立社会保障・人口問題研究所『第15回出生動向基本調査』報告書 図表II‐4‐10 および『第16回出生動向基本調査』結果の概要図表9‐5
をもとに大石作成。対象は第1子が1歳以上15歳未満である初婚同士夫婦（妊娠前後の従業上の地位が判明）。

第1⼦出⽣年 1990-94 1995-99 2000-04 2005-09 2010-14 2015-19

（客体数）

総数 2074 3424 3421 1821 766 741

正規の職員 851 1431 1412 747 349 382

パート・派遣 401 717 918 594 218 198

⾃営業主等 93 144 119 45 23 24

無職・学⽣ 729 1132 972 435 176 137

（構成⽐）

総数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

正規の職員 41.0 41.8 41.3 41.0 45.6 51.6

パート・派遣 19.3 20.9 26.8 32.6 28.5 26.7

⾃営業主等 4.5 4.2 3.5 2.5 3.0 3.2

無職・学⽣ 35.1 33.1 28.4 23.9 23.0 18.5



この間の変化

 未婚率の上昇（例：30～34歳女性 2000年26.6%➡ 2020年38.5％）（総務
省統計局「国勢調査」）

 非正規化の進行（例：30～34歳女性就業者に占める非正規の職員・従業
員の割合 1997年38.5％➡2017年43.4％）（総務省統計局「就業構造基本調
査」）

 その一方で、第1子を出産した女性の妊娠前の就業状態では、正
規の職員・従業員の割合が上昇している

 正規の職員・従業員ほど育児休業制度を利用して就業継続する
傾向が強まっている可能性



地域的な格差

（注）出生数は2017年、初回受給者数は2017年度のもの。事業所の所在地で受給者数が把握されるため東京都など

大都市圏の受給者数には近隣県の居住者が含まれており、出生数に占める割合が過大になっている可能性がある。
（出所）大石(2019）



育児休業制度に内在する格差拡大メカニズム

 雇用形態による育児休業制度の利用率の格差

 地域的な格差

 Assortative mating （同類婚）

育休制度を利用した就業継続の有無を通じて生涯所得格差、世帯
所得格差の拡大につながる可能性



海外の研究

所得階層によって育児休業制度へのアクセスに格差（Bana et al. 
2018; Dahl et al. 2016; McKay et al. 2016)

所得階層による育児休業給付の受給額の差（Dahl et al. 2016）

休業前所得にリンクした給付という制度設計、逆進的な再分配

会社の属性・職場環境が育児休業制度などの社会保障制度利用

に大きく影響する（Bana et al. 2018)



（出所）Dahl et al. 2016



留意すべき点
 逆進的な面があるからといってその制度全体を否定すべきものではない。
部分的に逆進性をもつ社会保障制度は他にも多数ある（厚生年金、国民健
康保険料、そもそも雇用保険制度も）

 教育費などの子育て費用の私的負担が大きい（家族支出のGDP比が小さ
い）ために、出生数が減少する中で、子どもを生む人や育児休業を利用する
人に占める正規の職員・従業員の割合が上昇していることも考えられる

 フランスの所得税制（N分N乗方式）のように、高所得層に出産インセン
ティブを与える制度を設けている国もある

 育児休業制度（給付金を含めて）全体の評価は、労働者（および家族）の
長期的アウトカム、社会的収益率（税・社会保険料拠出）、企業にとってのコ
スト・ベネフィット、子どもの外部効果等を含めて総合的に行う必要がある



財源問題について

 国庫負担に移行

 従来、給付対象から漏れていた労働者も何らかの給付を得ら

れる

子育て費用を社会全体で負担⇔子どもの外部効果

 権利性がどこまで保障されるか

 安定的な財源が保障されるものではない

 制度利用への職場の理解、アクセス



その他

 男性の育児休業取得促進と財源問題

 「育児休業取得率」を政策立案・評価に用いることの妥当性
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